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避難行動要支援者名簿に記載される情報 

 

①氏名 

②生年月日 

③性別 

④住所又は居所 

⑤電話番号その他連絡先 

⑥避難支援等を必要とする事由 

⑦その他市町村長が避難支援等の実施に関し

必要と認める事項 

個別避難計画に記載される情報 

 

左記の情報に加えて 

①避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又

は居所及び電話番号その他連絡先 

②避難施設その他の避難場所及び避難路その

他の避難経路に関する事項 

③その他市町村長が避難支援等の実施に関し

必要と認める事項 

1. はじめに 

 個別避難計画とは 

災害時は、市民全員が被災するため、少しでも命が助かるように、自らの安全は、自ら守る「自

助」を基本とした上で、地域による助け合いである「共助」が重要です。 

清須市では、災害時において自力での避難が困難な方を対象として、「だれと」「どこへ」「どの

ように」避難をするか、あらかじめ決めておくことで、地域の共助を推進するため、「個別避難計

画」の作成を推進しています。市、本人・家族、福祉専門職、地域支援者等と情報共有をすること

で、本人が災害時の避難を見直し、自助力を高めるのと同時に、災害が発生した時の手助けなど、

地域の共助力を高めることを目的としています。 

ただし、個別避難計画は避難支援において、法的な義務や責任を負うものではなく、避難行動要

支援者に対して必ず支援が受けられるということを保証するものではありません。 

※ 避難行動要支援者名簿との違いについて 

避難行動要支援者名簿とは、災害時に避難支援が必要となる方（避難行動要支援者）の氏名、

住所など避難支援に必要な情報を記載した名簿です。個人情報の提供に同意をしている避難行

動要支援者の情報については、平時から、地域の市政推進委員、町内会、自主防災会及び民生委

員、並びに警察、消防及び市社会福祉協議会などの避難支援等関係者に対して、市から避難行動

要支援者名簿として提供をしています。 

個別避難計画とは、避難行動要支援者を具体的に「だれと」「どこへ」「どのように」避難させるの

か、あらかじめ定めた計画を指します。避難行動要支援者名簿と同様に、個人情報の提供に同意

のある方の計画については、市から避難支援等関係者に対して提供をしています。 
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 個別避難計画の作成対象者（避難行動要支援者） 

清須市では、在宅で生活し、次の要件いずれかに該当する市内在住の方を「避難行動要支援

者」とします。 

（但し、施設入所中の方や概ね 1月以上の長期間入院中の方は対象外となります。） 

①  

 要介護認定３～５ 

（要介護３以上の方とは、日常生活で常に介護が必要であり、自力での立ち上がりや歩行が

困難な方などを指します。） 

②  

 身体障害者手帳１・２級（総合等級） 

 (心臓、じん臓などの内部機能障害だけで該当する方は除きます。) 

（障害等級２級以上とは、助力無しの日常生活が極めて困難な方を指します。） 

③  

 療育手帳Ａ判定 

（主に知的機能の障害が 18歳までにあらわれ、日常生活に支障が生じている方を指しま

す。） 

④  

 精神障害者保健福祉手帳１級で単身世帯 

（主に何らかの精神障害が理由で、周囲の人の援助がなければほとんど自力だけでは生活

を送ることができない単身世帯の方を指します。 

⑤ 

上記に該当しない方で、災害時に支援が必要で作成を希望する方 

（上記①～④の要件に当てはまらないが、高齢の方で、身近に親族や知り合いがおらず、

社会的に孤立をしている方などが含まれます。） 
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 福祉専門職と連携した個別避難計画の作成について 

①  福祉専門職への個別避難計画作成支援業務の委託について 

個別避難計画の作成は、本人又はその家族の同意を前提としております。計画作成に同意をし

ていただくために、清須市においても、本人への個別避難計画の制度案内及び作成意思確認のた

めの手紙の送付や、地域自主防災訓練、市の広報を通じて制度周知に努めてまいりましたが、市内

避難行動要支援者の内、約半数の方には、未だ計画作成の同意を得ることが出来ていない状況に

あります。また、計画作成には、地域の避難支援等関係者へ障害や介護などの個人情報の提供を

伴うことから、個別避難計画の作成を忌避される方も少なくありません。 

このような中で、福祉専門職は、日頃から避難行動要支援者と福祉サービスを通じて信頼関係

が構築されていることから、個別避難計画の制度周知と計画作成への同意を得る上で、避難行動

要支援者の理解も得やすいとの思いから、本業務を委託しております。加えて、日頃のケアプラン

作成などと併せて個別避難計画の作成を行っていただくことで、個々のニーズに合わせた支援の方

法を検討することが可能となるため、より実効性のある計画作成ができることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  作成を支援される福祉専門職の方へのお願い 

清須市における個別避難計画の作成は、令和５年度より先行して行われています。初めに、対象

者自身が記入することで計画の作成を行うセルフプラン方式により作成を進め、セルフプランでは

作成できない方については、地域の自治会、自主防災会、民生委員など、多くの避難支援等関係者

に計画の作成支援をしていただき、作成を進めてきた経緯があります。今回、福祉専門職の方に

は、計画がより実効性のあるものとなるよう、できる範囲で避難支援等関係者への助言や調整

等、地域との協働による作成にご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。  

実行性ある
計画を円滑
に作成

要支援者の心身

の状況の把握

要支援者との

信頼関係
専門職としての

知見
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 計画作成支援で使用する必要書類等 

必要書類等は、市役所社会福祉課窓口でご用意しています。 

また、市のホームページ上でも電子データを掲載しています。 

〇 清須市ホームページ －個別避難計画のご案内－ 

https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/shinseisho_download/kotsu_bosa

i/kobetsuhinan.html 

 

 

 

 

 

 災害時のリスクについて 

清須市のホームページで、水害への備えとして「水害対応ガイドブック」を、地震への備えとして

「地震防災ハザードマップ」を公表しています。 

災害時のリスクを確認しながら個別避難計画を作成することで、適切な避難行動がとれるよう備

えてください。 

〇 清須市ホームページ －地震防災ハザードマップ－ 

https://www.city.kiyosu.aichi.jp/bosai_anshin/saigai_joho/jishin_hazard-

map.html 

 

〇 清須市ホームページ －水害対応ガイドブック－ 

https://www.city.kiyosu.aichi.jp/bosai_anshin/saigai_joho/suigai_guidebook.h

tml 

 

 

 

 

地震防災 

ハザードマップ 

水害対応 

ガイドブック 

個別避難計画の 

ご案内 

https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/shinseisho_download/kotsu_bosai/kobetsuhinan.html
https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/shinseisho_download/kotsu_bosai/kobetsuhinan.html
https://www.city.kiyosu.aichi.jp/bosai_anshin/saigai_joho/jishin_hazard-map.html
https://www.city.kiyosu.aichi.jp/bosai_anshin/saigai_joho/jishin_hazard-map.html
https://www.city.kiyosu.aichi.jp/bosai_anshin/saigai_joho/suigai_guidebook.html
https://www.city.kiyosu.aichi.jp/bosai_anshin/saigai_joho/suigai_guidebook.html
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2. 個別避難計画作成支援の流れ 

事業委託契約締結後、以下の流れで進めさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑸ 調整会議の開催 ※必要に応じて

避難支援者や避難先、避難経路等が決まらない場合には、必要に応じて避難支援等関係者に
お集まりいただき、調整会議を実施します。

⑷ 個別避難計画の作成支援

避難支援者や避難先、避難経路等を調整しながら、地域支援者と共に、個別避難計画の作成
支援をします。

⑶ 面談前の準備

事業者が、作成支援対象者と面談を行う前に、対象者本人の情報やハザードマップなどの情
報について確認します。

⑵ 社会福祉課による個別避難計画作成対象者の指定

社会福祉課が、個別避難計画の作成状況等を踏まえ、作成の必要がある方を対象者としてリ
ストアップした上で事業者へ通知します。

⑴ 個別避難計画作成の意向確認 ※新規対象者のみ

要支援者本人又はその親族等が、個人情報を避難支援等関係者に提供すること及び個別避
難計画の作成することに同意するかを事業者が確認してください。

今回の委託事業では必要無い手順です 
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 個別避難計画作成の意向確認 ※新規対象者のみ 

事業者は、対象者本人又はその家族等に対して、個別避難計画作成の趣旨等を説明し、氏名等

の必要事項を記載した上で、①「避難支援に必要な情報」の避難支援等関係者への提供につい

て、及び②「個別避難計画の作成」を希望するか否かについて、それぞれ確認をした上で、【様式

３】へ記入をしてください。 

なお、様式２の「情報提供」の欄が「同意」で、「作成希望」の欄が「有り」の方は、すでに①の同意

及び②の作成希望が有る旨の確認が取れているため、本様式の提出は不要となります。 

 

 

  

①「避難支援に必要な情報」の 

避難支援等関係者への提供について 

②「個別避難計画の作成」を

希望するか否かについて 

今回の委託事業では 

必要無い手順です 
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① 「避難支援に必要な情報」の避難支援等関係者への提供について 

清須市は、避難行動要支援者の氏名、住所、連絡先、その他避難支援に必要な個人情報につい

て、避難行動要支援者名簿に記載し、災害時の避難支援の必要に応じて避難支援等関係者へ名

簿の提供を行っております。しかし、平時から避難支援等関係者へ名簿の提供を行うことが、記載

されている本人の同意無しにはできません。平時から避難支援に必要な情報を避難支援等関係者

へ提供することは、災害時に「だれと」「どこへ」「どのように」避難をするか、あらかじめ決めておく個

別避難計画を作成するために必要不可欠なこととなります。 

但し、「避難支援に必要な情報」を避難支援等関係者へ提供することで、災害時における避難支

援を保証するものではありません。また、避難支援等関係者が、「避難支援に必要な情報」の提供を

受けたことにより、避難支援に関して法的な義務や責任を負うものではありません。 

事業者は、対象者本人又はその家族等に対して、「避難支援に必要な情報」を提供する理由を説

明し、情報提供をしたから必ず避難支援が受けられるというものでは無い旨をご説明していた

だいた上で、情報提供の同意を得てください。 

なお、「避難支援に必要な情報」の避難支援等関係者への提供に本人又はその家族等の同意を

得られない場合は、必要事項を記入した上で、「同意しません」にチェックした【様式３】を社会福祉

課までご提出ください。 

 

② 個別避難計画の作成を希望するか否かについて 

個別避難計画を作成することで、市、対象者本人とその家族等、福祉専門職、避難支援等関係

者等が、対象者が被災した際に必要な情報を共有することが可能となります。本人が災害時の避難

を見直し、自助力を高めるのと同時に、災害が発生した時に必要な支援方法などをあらかじめ検討

しておくことで、避難支援の実効性を高めることが期待されます。 

事業者は、個別避難計画作成の趣旨を説明した上で、作成を希望するか否かを確認してくださ

い。 

なお、対象者本人又はその家族等が個別避難計画の作成を希望しない場合、必要事項を記入

した上で、個別避難計画の作成を「希望しません」にチェックした【様式３】を社会福祉課ま

でご提出ください。 

  

今回の委託事業では 

必要無い手順です 
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 社会福祉課による個別避難計画作成対象者の指定 

社会福祉課が個別避難計画作成支援の対象者を指定し、【様式４】により事業者へ通知します。 

【様式４】個別避難計画作成支援対象者一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 計画作成の要否について 

事業者は、「計画作成の要否」が「要」となっている者を「対象者」として、以後の計画作成希望

の調査や、計画の作成支援を行ってください。 

 

② 計画作成希望について 

対象者が個別避難計画の作成希望をされているかについて、「有り」、「無し」、「無回答」を示した

欄になります。 

 

③ 備考について 

個別避難計画の作成支援をしていただくにあたり、市から作成支援者の方へお伝えする必要があ

ると思われる情報を記載する欄になります。

①計画作成の要否について 

②計画作成希望について ③備考について 
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-MEMO-  
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  面談前の準備 

① 把握している情報の確認 

個別避難計画を作成する対象者との面談を行う前に、個別避難計画に記入する以下の情報につ

いて、作成支援者が把握している範囲で事前にご確認ください。 

確認事項 内容 

本人の基本情報 「氏名」「性別」「住所」「生年月日」「連絡先」「血液型」 

家族構成 「一人暮らしか、同居親族が居るか」 

本人の状態 
「居住建物の建築年、階層、種別、構造」「利用中の福祉サービ

ス」「主治医」「持病」「普段飲んでいる薬」 

要配慮事項 「避難時の要配慮事項」「避難先での要配慮事項」 

避難支援者等の情報 「緊急連絡先」「避難支援者連絡先」「災害時の避難先」 

 

② 災害時のリスクの確認 

本手引Ｐ.７の各ハザードマップを参考に、地震及び風水害それぞれの災害時のリスクをご確認く

ださい。特に、風水害については、清須市水害対応ガイドブックの浸水深マップを元に、対象者の

自宅の想定最大浸水深を確認した上で、避難先について、在宅避難で足りるのか、避難をする場

合どこの指定避難所等に避難をするべきなのか等、あらかじめ見当をつけておいてください。 

 

 

 

 

  

清須市水害対応ガイドブック

浸水深マップ
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③ 記入様式等の準備 

訪問前に以下の書類をご準備ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式は清須市ホームページに掲載していますので、ダウンロードして印刷をした上でお使いくだ

さい。また、社会福祉課窓口でも配布をしております。 

上記①から③がご準備できましたら、作成対象者又はその親族等へ訪問日時、場所等のお約束

をしていただき、個別避難計画の作成支援を実施してください。  

避難行動要支援者名簿及び

個別避難計画について

（説明用チラシ）

個別避難計画登録情報確認書（様式２）

避難行動要支援者名簿・

個別避難計画作成支援

実施報告書（様式３）
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 個別避難計画の作成支援 

個別避難計画の作成支援は、原則として作成対象者との面談により実施してください。 

作成支援を行う前に、個別避難計画についてご説明ください。説明手順については、様式３の

「訪問時チェックリスト」を元に説明しながら様式３への記入をしてください。 

【様式３】避難行動要支援者名簿・個別避難計画作成支援実施報告書 

① 訪問事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問対象者及び訪問者の情報について 

○【訪問対象者氏名】 

個別避難計画の作成対象者の氏名をご記入ください。 

○【整理番号】 

社会福祉課より事業者へ様式４によりお伝えをした番号をご記入ください。 

○【訪問者】 

作成支援に立ち会われた方について、チェックしてください。福祉専門職の方は、「その他」にチェ

ックをしていただき、括弧内に事業所名をご記入ください。 

訪問日時及び場所について 

○【訪問日時】 

訪問された日時をご記入ください。 

○【訪問場所】 

作成支援を行った場所にチェック又はご記入ください。  
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② 訪問時チェックリスト 

 

 

 

 

 

訪問前について 

「（３）面談前の準備」で準備していただいた事項について、チェックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問時について 

a.個別避難計画の作成（又は内容確認）をするため訪問した旨、対象者にご説明ください。 

b.市から対象者が計画の作成を希望している旨の連絡を受けている旨、ご説明ください。 

c.対象者が個別避難計画について知っているかを確認し、知らなければご説明ください。 

説明の際は、説明用のチラシをご活用ください。 

d.計画を作成したから必ず避難支援が約束される者では無い旨、ご説明ください。 

e.改めて、個別避難計画の作成を希望するか否かをご確認ください。 

f.避難支援等関係者への個人情報の提供について、同意するかを対象者へご確認ください。 

 

以上をご説明していただき、対象者が個別避難計画の作成を希望された場合、個別避難計画

の作成支援を実施してください。 

  

a 

b 

ｃ 

ｄ 

e 

f 

 

 

 

 

 

 



 

- 18 - 

 

個別避難計画の作成支援は、対象者本人又はその親族との面談の上、様式２を記入することに

より行ってください。様式２には、①避難行動要支援者の情報、②避難支援者の情報、③避難先・

避難経路の情報を記入する欄があります。 

【様式２】個別避難計画登録情報確認書 

 

 

 

 

 

○【登録・変更】 

新規で作成される方は「登録」、既にある計画を変更する場合は「変更」にチェックしてください。 

① 避難行動要支援者の情報 

家族構成及び居住建物の情報について 

 

 

 

 

 

 

〇【家族構成】 

対象者の日常的な実態にチェックしてください。 

〇【居住建物の建築年】 

建物が古い耐震基準で建てられたものかを確認するため、建築年にチェックしてください。 

〇【居住建物の階層】 

居住建物の全体の階層と、普段過ごしている階層をご記入ください。 

〇【居住建物の種別】 

一軒家か、集合住宅（マンション、アパート等）かにチェックしてください。 

〇【居住建物の構造】 

建物の構造にチェックしてください。その他の場合はご記入ください。 

 

※ いずれの事項も、確認が取れなくて不明の場合は空欄で構いません。  
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緊急連絡先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇【緊急連絡先】 

災害時における本人の安否確認等の情報を、市や避難支援等関係者が連絡をするために用い

ます。対象者の親族や友人、近所の方などの連絡先をご記入ください。 

※身寄りが無く、該当する方がいない方については、空欄でも構いません。 

〇【氏名】【住所】【電話番号】【携帯番号】 

緊急連絡先についてご記入ください。【電話番号】【携帯番号】の「優先」欄には、連絡が付きやす

い方に○を打ってください。 

〇【続柄】 

本人から見た続柄（又は友人、知人等の関係性）をご記入ください。 

〇【避難支援等関係者への情報提供】 

緊急連絡先の方に個人情報提供の可否の確認していただき、いずれかにチェックしてください。

「同意しません」の場合、災害時等の緊急時を除き、避難支援者等関係者（市政推進委員、自治会、

自主防災会、民生委員、市社会福祉協議会、警察、消防）に対して個人情報は提供されません。 

※緊急連絡先と避難支援者連絡先の違いについて 

緊急連絡先は、平常時には対象者の現況（主に施設入所していないかといった居住の実態な

ど）を確認することや、災害時には避難先などの安否情報を連絡するために、市や避難支援等関係

者から連絡がとれる方を記入していただくことを想定しています。 

これに対して、避難支援者連絡先には、災害時に対象者へ避難の呼びかけをすることや、避難

誘導を行うなど、実際に避難支援を行う方を記入していただくことを想定しています。 

なお、緊急連絡先と避難支援者に記入されている方が同じ方でも構いません。  
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利用中の福祉サービス等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇【利用中の福祉サービス】【名称】【電話番号】 

対象者が利用している福祉サービスの事業所名等についてご記入ください。３カ所以上を利用し

ている場合は、利用頻度の高い２カ所についてご記入ください。 

〇【担当者名】【職種】 

普段サービスを利用する際の担当者のお名前と職種（ホームヘルパー、ケアマネージャー等）をご

記入ください。 

〇【主治医】【医院名称】【医師名】【電話番号】 

原則として、「主治医意見書」、「医師意見書」を書かれたかかりつけの医院、担当医師等をご記

入ください。 

〇【普段飲んでいる薬】 

日常的に飲まなければいけない薬がある場合は、ご記入ください。 

〇【持病等】 

避難所生活等で特に配慮が必要な持病等がある場合、ご記入ください。 
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災害時の要配慮事項について 

 

 

 

 

 

〇【避難するときに配慮して欲しいこと】 

災害時に避難をする際の困りごとなどをご記入ください。 

（例：耳が聞こえないのでいつ避難をして良いかわからない、避難のタイミングを教えて欲しい。

自力で移動は出来るが、目が見えないため一人で避難先にたどり着くことが難しく、避難誘導が必

要。足が悪く自力で歩行することが出来ないため、車椅子などによる移動の補助が必要。寝たきり

であり、普段世話をしてくれる身よりの方も高齢で、自宅も平屋で１階部分の浸水が想定されるた

め、車や担架等による移動補助が必要。水害時には在宅避難を考えているが、２階に自力で上がれ

ないため手伝いが欲しい。痰吸引、人工呼吸器などの継続的な医療的ケアが必要 等） 

〇【避難先で配慮して欲しいこと】 

指定避難所等で共同生活を送る際の困りごとなどをご記入ください。 

（例：自力で食事、排泄等ができないため、介助者が必要。目が見えないため、誘導が必要。耳が

聞こえないため、活字による情報伝達が必要。大きな声で突然叫んだりしてしまうため、他人との共

同生活が困難。小麦アレルギーが有る。定期的な人工透析が必要。 等） 

○【整理番号】 

社会福祉課より事業者へ【様式４ 個別避難計画作成支援対象者一覧表】によりお伝えをした番

号をご記入ください。 
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② 避難支援者の情報 

避難支援者情報について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇【避難支援者】 

原則として、対象者の身近にお住まいで災害時に避難支援可能な方をご記入ください。 

なお、個人名ではなく、組織名（●●自治会、●●自主防災会）を記載しても構いません。 

〇【氏名】【住所】【連絡先】 

避難支援者等についてご記入ください 

支援者が組織の場合、団体の代表者の住所、連絡先を記載することも検討してください。 

〇【避難支援内容】 

避難支援者が災害時に行う予定の避難支援について、チェックしてください。 

〇【避難支援等関係者への情報提供】 

避難支援等関係者（避難支援者、市政推進委員、自治会、自主防災会、民生委員、市社会福祉

協議会、警察、消防）に対する個人情報提供の可否を確認して、チェックしてください。 

※ 避難支援者に災害時お願いしていただきたいこと 

『災害時、避難支援者はまずご自身とご家族の身の安全を第一に考えてください。その後、余裕

があれば避難支援等関係者として、要支援者の安否確認や一緒に避難をするなど、できる範囲で

避難の支援にご協力をお願いいたします。』  
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※ 避難支援者の選任について 

避難支援者の選任は、以下のフローチャートを参考としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※ 避難支援者選任の際の考え方について 

要支援者によって求めている避難支援の内容は異なります。例えば、身体が不自由で、自分で動

くことができない方の場合、自動車や担架で避難先に搬送ができれば最善だと思われますが、同時

に支援者の負担が大きくなります。電話による避難のタイミングの呼びかけや、安否確認のために

チャイムを鳴らすなど、要支援者へのお声掛けをすることも避難支援となりますので、まずは、支援

者が「できる範囲での避難支援」をお願いします。  

居る 可能 

居
な
い 

不可能 

近隣に要支

援者の親族

は居るか？ 

近隣に要支

援者の知人

は居るか？ 

親族だけで

支援は可能

か？ 

知人による

避難支援は

可能か？ 

社会福祉課へご相談ください（調整会議実施の検討） 

※団体等：自主防災組織、自治会、 

地域のボランティア組織 等 

居
な
い 

居る 

不
可
能 

可能 

親
族
が 

支
援
者 

知
人
が 

支
援
者 

団体等が支援者 or 避難支援等関係者なし 

START 

調
整
会
議 
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③ 避難先・避難経路の情報 

避難先・避難経路の書き方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇【地震災害時の避難場所】 

本手引きＰ.７に記載のある地震防災ハザードマップを確認しながら、地震直後に避難をする、指

定緊急避難場所（近くの公園など）又は広域避難場所（小中学校のグラウンドなど）などの周りに建

物の無い広い場所を避難先として、避難先までの経路をご記入ください。 

避難経路を検討する際は、最短経路を記入するのではなく、道幅が狭い道、ブロック塀のある道

などをなるべく避け、発災時でも通れる、安全と思われる道を検討してください。なお、地区によっ

ては地区防災計画が立てられているところもあります。自治会、自主防災会に確認をした上で、避

難先を定める指針の一つとしてください。 
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〇【風水害時に避難する場所】 

本手引きＰ.７に記載のある水害対応ガイドブックを確認しながら、お住まいの場所の想定浸水深

と、建物の階層等を考慮し、自宅で安全が確保できるようであれば自宅にとどまること（在宅避難）

を検討してください。 

（行動指針を検討する際には、水害対応ガイドブックＰ.３５の「逃げ時マップの判定フロー」をご活

用ください。） 

自宅が浸水する危険があり、在宅避難が困難である場合には、避難先を検討するとともに、避難

先までの距離等を考慮して、いつ避難を開始するかのタイミングについても検討してください。（な

お、指定避難所が遠方である場合には、近くの垂直避難が可能な高層建物の高階層への避難につ

いても検討をしてください。必ずしも指定避難所に避難をする必要はありません。） 

 

※ 地域福祉避難所について 

地域福祉避難所（アルコ清洲）は、専門

的な補助は必要でないものの、通常の避

難所での生活を続けることができない

方を対象として、災害時に必要に応じ

て開設される二次的な避難所となります。 

発災直後には開設をしませんので、本

紙には、地震、水害それぞれ発災直後に避

難をしていただく避難場所及び指定避難所等を記載していただき、アルコ清洲への二次的避

難を希望される方については、指定避難所等の後に、アルコ清洲と併記してください。 

例：地震災害時の避難場所 ●●公園→●●小学校（指定避難所）→アルコ清洲 

風水害時の避難場所 ●●アパート３階→●●小学校（指定避難所）→アルコ清洲 

 

 

 

 

 

 

  

避難場所

• 発災直後は自身
の身の安全を確
保できる場所へ
避難をする。

指定避難所

• 短期の避難が可
能な拠点へ避難
をする。

地域福祉避難所

アルコ清洲

• 中長期避難生活
が送れる場所へ
移動、移送する
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以上、様式２の全ての記入が終わりましたら、様式３のチェックリストを再度ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成支援時及び作成支援結果について 

様式３に記入していただいた事項に誤りが無いかを再度ご確認してください。 

記入していただいた事項のうち、「避難支援等実施者」「災害時の避難先」「避難先への経路」の３

つが決定し、記載されていれば、個別避難計画の作成は完了となります。 

３つの内、いずれか１つでも記載されていない場合は、裏面のご記入をお願いいたします。 
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 調整会議の実施 ※必要に応じて 

① 調整会議とは 

調整会議とは、対象者やその家族、個別避難計画の作成支援者及び避難支援等関係者が集ま

り、対象者の状況や必要な支援の内容、避難先や避難方法等を話し合い、決めるための会議です。 

個別避難計画の作成支援において、対象者やその家族、福祉専門職だけでは避難支援者を決

めることが困難な場合や、避難支援にあたって、より特別な配慮が必要な方の支援に係る計画であ

る場合などに、避難支援等関係者にお集まりをいただき、様々な観点から個別避難計画の作成に

係る意見を集約することで、より実行性のある計画作りを進めて行くために開催します。 

会議の開催は、事業者から社会福祉課に対してご相談をいただいた後、必要に応じて社会福

祉課が場所・時間の調整を行い、関係者への招集通知を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 調整会議の流れ 

調整会議は、以下の流れで行います。 

a.社会福祉課あいさつ（会議趣旨の説明 等） 

b.自己紹介（福祉専門職、自治会、自主防災会、民生児童委員それぞれ自己紹介） 

c.対象者の現況等の説明（福祉専門職より） 

d.避難支援に関する検討（自由発言方式、避難支援者・支援方法の調整 等） 

e.最後に（社会福祉課より調整会議のまとめ）  

福祉専門職 対 象 者 

避 難 支 援 等 関 係 者 

自主防災会 民生委員 
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3.  書類時の流れ 

関係書類作成後、以下の流れでご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 社会福祉課へ関係書類の提出 

⑵ 社会福祉課による提出書類の内容の審査 

計画の内容を修正 

合格通知 補正依頼 

⑶ 社会福祉課から事業者へ印刷した「個別避難計画」を交付 

⑷ 事業者から対象者等へ印刷した「個別避難計画」を交付 

⑸ 事業者から社会福祉課へ完了届、請求書を提出 

⑹ 事業完了 
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 社会福祉課へ関係書類の提出 

以下の書類を清須市健康福祉部社会福祉課窓口までご提出ください。 

完成した書類は、目安として完成から 1か月以内でのご提出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

登録情報確認書【様式２】

• 個別避難計画に記載する内容を記入するための
様式です

作成支援実施報告書【様式３】

• 作成支援の報告書となります。

• 完成、未完成にかかわらずご提出ください。

作成支援対象者一覧表【様式４】

• 社会福祉課から事業者へお渡しをした一覧表で
す。

• 記載されている方すべての個別避難計画の作成
支援が完了した際に、ご返却をお願いいたします。

業務報告書【様式５】

• 書類提出の報告毎に作成してご提出ください。
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 社会福祉課による提出書類の内容の審査 

事業者より提出された書類の内容を社会福祉課で審査いたします。 

審査の結果、合格となった場合は社会福祉課から事業者へ合格通知書を交付します。 

補正依頼となった場合は、該当する書類を速やかに修正したうえで再提出をお願いいたします。 

また、書類の提出後、個別避難計画に記載されている内容について、変更・修正をしなければな

らない状況が発生したことを知ったときは、速やかに個別避難計画の記載内容を変更・修正し、社

会福祉課に再提出してください。 

なお、審査については、以下の基準で社会福祉課が確認を行います。 

 

① 避難行動要支援者名簿登録確認書及び同意書（様式１） 

□ 書類作成日が記入されている。 

□ 対象者氏名、生年月日、住所、電話番号、避難支援が必要な理由、整理番号、事業所名、担

当者氏名などの必要事項について、記入されている、 

□ 「避難支援に必要な情報」の避難支援等関係者への提供について、「同意します」又は「同意

しません」のどちらかにチェックがされている。 

□ 「個別避難計画作成の意向確認」について、「希望します」「希望しません」のどちらかにチェッ

クがされている。 

□ 「作成支援を希望しない場合のみチェックしてください」の欄にチェックがされていない。 

 

② 個別避難計画登録情報確認書（様式２） 

避難行動要支援者の情報について 

□ 氏名及び作成日が記入されている。 

□ 緊急連絡先が記入されている場合、避難支援等関係者への情報提供の欄について「同意し

ます」「同意しません」のどちらかにチェックがされている。 

□ 利用中の福祉サービス、主治医について記入されている。 

□ 「避難するときに配慮して欲しいこと」、「避難先で配慮して欲しいこと」が記入されている。 

□ 整理番号、事業所名、担当者名が記入されている。 

  

今回の委託事業では 

必要ありません。 
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避難支援者情報について ※調整が出来ている場合 

□ 避難支援者の氏名、住所、連絡先が記入されている。 

□ 避難支援内容のいずれかにチェックがされている。「その他」の場合、記入されている。 

□ 避難支援等関係者への情報提供の欄について、「同意します」「同意しません」のどちらかに

チェックがされている。 

□ 避難行動要支援者が望んでいる「避難するときに配慮して欲しいこと」の内容と、避難支援内

容の整合がとれている。（「避難するときに配慮して欲しいこと」の内容を全て満たしていること

は要しない。） 

□ 避難支援内容が「避難所に一緒に行く」の場合において、避難支援者の住所が対象者の住

所より自動車で概ね１時間以内の圏内である等、避難の実効性が見込めること。 

 

避難先・避難経路の情報について ※調整が出来ている場合 

□ 地震災害時の避難場所について、対象者の自宅が昭和５６年以前の木造又はそれに類する

耐震性の低い構造の建物であることが懸念される場合に、避難先が自宅となっていないこと。 

□ 地震災害時の避難場所について、できるだけ自宅から近くの緊急避難場所、広域避難場所

又はそれに類する場所を記載していること。 

□ 地震災害時の避難場所について、避難経路に災害時に通行する上での危険箇所（狭窄地、

古いブロック塀、管理されていない空き家等）が無い経路が検討されていること。 

□ 風水害時の避難場所について、自宅が平屋で清須市水害対応ガイドブックの浸水想定が床

上浸水以上の場合、避難先が自宅となっていないこと。 

□ 風水害時の避難場所について、避難先が清須市水害対応ガイドブックの浸水想定図を考慮

した上で安全な場所であること。 

□ 風水害時の避難場所について、できるだけ自宅から近くの指定避難所等の安全な場所を記

載していること。 

□ 地震災害時の避難場所について、避難経路に災害時に通行する上での危険箇所（堤防、河

川の近く、浸水想定における水深が深い場所等）が無い経路が検討されていること。 

□ 避難先が地域福祉避難所（アルコ清洲）のみとなっていないこと。 

□ 避難経路図が手書きの場合、誰が見ても判然としていること。 

  



 

- 32 - 

 社会福祉課から事業者へ印刷した「個別避難計画」を交付 

審査後、事業者に対して、合格通知とともに印刷した個別避難計画を必要数交付します。 

事業者におかれましては、事業終了の年度の翌年度から５年間の保管をお願いいたします。適切

な場所において厳重に管理をしてください。保管期限を過ぎた後は、個人情報を含む書類となりま

すので、事業者において、裁断等適切な処理方法による廃棄をお願いいたします。 

万が一、本業務において作成した書類又は個別避難計画を紛失したときは速やかにその旨を社

会福祉課に届けてください。 

 

 事業者から対象者等へ印刷した「個別避難計画」を交付 

個別避難計画の１部を事業者保管分、１部を対象者保管分、２部を避難支援者保管分として計４

部を社会福祉課から事業者へ交付いたします。それぞれ事業者よりお渡しをお願いいたします。 

 

 事業者から社会福祉課へ完了届、請求書を提出 

事業者は、個別避難計画を対象者等へお渡しいただいた後に、社会福祉課に事業完了届、請求

書をご提出ください。請求書受領後、1カ月以内に委託料をお支払いいたします。 

また、清須市では、令和７年１０月１日より、自治体・公共機関向け電子請求サ

ービス「Ｈａｒａｔｔｅ」（株式会社ＡｍｂｉＲｉｓｅ）の導入をしております。 

詳しくは、左のＱＲコードより、清須市ホームページ「請求書の電子化につい

て」をご覧ください。 

 

 事業完了後について 

個別避難計画を作成した後は、緊急連絡先の内容など、定期的な内容確認をしていただきます

ようお願いいたします。 

また、地域支援者が行う自主防災訓連等における対象者、親族、地域支援者等の参加による避

難訓練の実施の際には、対象者の現況や要配慮事項等の情報提供にご協力をお願いします。 
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4. Q&A 

 個別避難計画の作成支援全般について 

① 作成対象者が計画作成支援中に亡くなった場合、どのような扱いとなるか。 

計画作成の対象外となります。作成対象者の死亡日を基準として、それ以前に作成されていた関

係書類の分については、委託料をお支払いいたしますので、関係書類を社会福祉課までご提出く

ださい。死亡日以降に作成された書類については、委託料のお支払いができませんので、ご注意く

ださい。 

② 作成対象者が計画作成支援中に市外へ転居、施設入所となった場合はどうか。 

計画作成の対象外となります。作成対象者の転居日、概ね３か月以上の長期入院日又は入所日

を基準として、それ以前に作成されていた関係書類の分については、委託料をお支払いいたします

ので、関係書類を社会福祉課までご提出ください。転居日、入院日又は入所日以降に作成された

書類については、委託料のお支払いができませんので、ご注意ください。 

なお、長期入院又は施設入所の場合、その旨社会福祉課までご連絡ください。 

③ 作成対象者が事業所を変更した場合、どのような扱いとなるか。 

既に関係書類を作成されている場合、委託料をお支払いいたしますので、社会福祉課までご提

出ください。なお、新事業所への引継ぎを行いますので、対象者名と新事業所名について社会福祉

課までご連絡ください。 

④ 重度の障がいがある方（継続的な医療的ケアが必要な方や、搬送に人数が必要な方）に

ついて、支援者や避難先が調整できない。どのように扱えばよいか。 

避難先や避難支援の方法などについて、個別のケースとして市でも調整を行いますので、社会福

祉課へご相談ください。 

⑤ 複数のサービスを利用している方は、どこが作成支援を行うのか。 

原則、先に作成支援候補者として【様式１】の提出があった事業所に対して、清須市が作成支援

対象者として【様式４】により指定をすることで、個別避難計画の作成支援を行っていただきます。 
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 避難支援者について 

⑥ 避難支援者として地域の民生委員に依頼をしてもよいか。 

民生委員は、災害時には担当地域全体の要支援者の安否確認や避難誘導等を市からお願いす

ることになるため、個別の要支援者の避難支援者としての登録はなるべく控えてください。 

⑦ 避難支援者としてケアマネージャーなど福祉専門職に依頼してもよいか。 

福祉専門職は、災害時には事業所のＢＣＰ（業務継続計画）等の定めがあり、災害発生時の対応

が定められているものと思います。個別避難計画の作成においては、福祉専門職に対して作成支

援をお願いするものであり、災害発生時の避難支援者としての役割を求めるものではありませんの

で、支援者としての登録は控えてください。 

⑧ 避難支援者は一人でも良いか。 

避難支援者が個人であれば二人いることが望ましいですが、他の方が見つからなければ一人だ

けでもご記載ください。一人も見つからない場合には、社会福祉課へご相談ください。 

 

 避難先について 

⑨ 福祉避難所が最寄りの避難所であるが、直接避難することはできないのか。 

清須市では現状、福祉避難所への直接避難を予定しておりません。 

 

 提出書類について 

⑩ 【様式２】について、全ての項目を埋められないと委託料が請求できないか。 

清須市では、個別避難計画の作成の段階に応じて以下のとおり委託料を設定しております。 

〇 個別避難計画が完成した（避難支援者及び避難場所の調整が完了した）時 

a.計画の新規作成１件につき７，１５０円 

〇 個別避難計画作成の同意が取れており、着手したが、一部の調整が出来なかった場合 

a.避難支援者の調整が出来ている場合は４，９５０円 

b.避難場所の調整が出来ている場合は２，２００円 

ｃ.調整会議に参加したが、支援者の調整に至らなかった場合は４，４００円 

※いずれも、消費税及び地方消費税を含みます。  
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⑪ 関係書類の提出は紙で行う必要があるか。 

様式２及び様式３については紙でご提出ください。それ以外の様式については、電子メールによ

る電子データの提出でも構いません。 

また、清須市では、令和７年１０月１日より、自治体・公共機関向け電子請求サー

ビス「Ｈａｒａｔｔｅ」（株式会社ＡｍｂｉＲｉｓｅ）の導入をしております。 

詳しくは、左のＱＲコードより、清須市ホームページ「請求書の電子化について」

をご覧ください。 

⑫ 事業者は作成した個別避難計画について、法的な責任を負うのか。 

個別避難計画作成の趣旨は、対象者やその家族と避難支援等関係者が相談をしながら、自らの

避難行動を検討すること及びそれを周囲が把握することによる地域の共助力の向上を図ることで、

災害時の避難の実効性を高めることにあり、計画に基づく避難支援等が必ず実施されることを保証

させるためのものではありません。従って、計画の作成者も避難支援者も、作成した計画に基づく

対象者の避難について法的な義務や責任は負いません。但し、業務委託契約において、業務上知

り得た秘密については、第三者に漏らしたり、目的外利用をしたりしないとした秘密保持義務を課し

ておりますので、ご了承ください。 



 

 

お問い合わせ 

清須市役所  

住所：〒４５２－８５６９ 愛知県清須市須ケ口１２３８番地 

電話番号（代表）：０５２－４００－２９１１  ＦＡＸ：０５２－４００－２９６３ 

〇避難行動要支援者名簿、個別避難計画に関すること 

健康福祉部社会福祉課社会福祉係（清須市役所北館１階） 

〇ハザードマップ、避難所に関すること 

危機管理部危機管理課（清須市役所北館３階） 

 


